
茜館市 とSCSK)ヒ海道株式会社 との連携協定書

議館市 (以下「甲」とい う。)と SCSK)ヒ 海道株式会社 (以下「乙」とい う。)は ,

次の とお り連携協定 (区下 「本協定」 とい う。)を 締結す る。

(目 的 )

第 1条  本協定 は ,乙 が轟館市内に乙の拠点 を構築 し,雇 用の場 の 2:]出 に排め るとと

もに ,甲 お よび乙が啓接 に連携 し,協 働 して活動 を推進す ることによ り,凸館市に

おける地域 の活性化 に資す ることを目的 とす る。

(協 力事項 )

第 2条  甲お よび乙は ,上記 の目的 を達成す るため ,次の事項 について連携 し,協 カ

す るもの とす る。

(1)ICT人 材等の雇用 211出 や育成 に関す ること。

(2)DXの 推進 に関す ること。

(3)新 たな産業の倉lJ出 と地域企業の活性化 に関す ること。

(4)産 学官連携 に関す ること。

(5)そ の他 ,本協定の目的 を達成す るために蜂要 と合意 した事項。

2 乙は,前 条の 目的 を達成す るため ,地域企業 ,教育機関 ,研 究機 関等関係機 関

との連携 ,協力に努め る。

3 甲は,乙 が本条第 1項 各子に掲 げ る事項 を円滑 に実施で きるよ うに ,積極的 に

乙を支援 し,お よび乙が地域企業 ,教育機関 ,研究機 関等関係機 関 と連携で きる

よ うに協 力す る。

(親密保持 )

第 3条 甲および乙は,本協定に基づき相手方より開示を津入けまたは女口り得た一切

の情幸R(以下「私零情幸R」 という)に ついて,相 手方の事前の承諾な く第二者に開

示・鴻洩 しまたは第 1条 に定める目的以タトにイ1用 してはならない。ただ し,取下の

情幸Rは ,独密情報に該当しないものとする。

(1)相 手方から開示されたときに既に公女口となっていたもの,ま たは相手方によ

る開示後 ,自 らの故意または過失によらず して公女口となったもの。

(2)相 手方から開示されたときに既に保有 していたもの,ま たは相手方による開

示後 ,そ の情報 を開示する工当な権限を有する第二若から諄ぇ領 したもの。

(3)相 手方からの開示後に,相手方から党頷 した情幸Rに よることな く独立 して開

発 したもの。

(4)法今により開示 を求められたもの。

2 甲および乙は,本協定が次条に定める有効期間の満了着 しくは第 5条による解

除により効力を失った後 5年間,前項により親密保持の義務 を負う。

(有 効期間)

第4条 本協定の有効期間は,本協定の締結 日から谷和 7年 3月 31日 までとする。

ただ し,期 間満了の前月末 日までに甲乙いずれからも協定 を見新 しない旨の書面

による意思表示がない限 り,同 一条件で,1年間延長するものとし,以降 も同様 と

する。

(本協定の解除 )

第 5条  甲お よび乙の一方が有効期 間の中途 において解除 を申 し出た場合 には,甲
お よび乙は協議 を行 う。合 意が成立 しない場合 においては ,甲 または乙は相手方 に

対 して本協 定の解約 希Y日 の 1月 前 まで に書面に よる通女口をなす ことによ り,相
手方 に何 ら責任 を負 うことな く本協定 を解除す ることがで きる。

(損 害賠償 )

第 6条 第 3条 を除 き,7お よび乙は ,本協定 によ り相手方 に損害が生 じた場合 ,相
互 に責任 を負わない もの とす る。

(協議 )

第 7条  この協定 において定めのない事項 お よび疑 義が生 じた場合 は,甲 乙間にお

いて協議 の■ ,定 め るもの とす る。

本協定の締結を証するため,本書 2邁 を作成 し,甲 乙署名の うえ,各 1通 を保有す

るものとする。
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